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1 900 16 ○

歴史・文化・観光資源としての県指定文化財板石塔婆が
近接していること、高低差が大きく地形的制約があるこ
とからルートを詳細に検討する必要があるため、継続し
て検討を行う。

3 2,611 16 ○
東武東上線を横断していること、高低差が大きく地形的
制約があることからルートを詳細に検討する必要がある
ため、継続して検討を行う。

3 ・ 4 ・ 4 岡 通 線 S.29.4.19 4,240 6 4 1,765 18 ○
並行する県道和光志木線等、周辺道路の整備が進んだこ
とにより、これらの道路が交通機能を果たすと考えられ
るため、県道へのルート変更の方向で見直しを進める。

1 1,110 12 ○

2 1,110 12 ○

3 2,020 12 ○

1 250 18 ○
国道２５４号との交差部において構造的制約があるため
交差方法を詳細に検討する必要があり、継続して検討を
行う。

2 2,550 18 ○

黒目川沿いの急斜面上に位置し地形的制約があること、
並行する市道４号線の整備が進められていることから
ルートを詳細に検討する必要があり、継続して検討を行
う。

5 1,600 18 ○
ＪＲ武蔵野線や新河岸川を横断していること、高低差が
大きく地形的制約があることからルートを詳細に検討す
る必要があり、継続して検討を行う。

6 460 18 ○
県道さいたま東村山線との接続部において、高低差が大
きく地形的制約があるためルートを詳細に検討する必要
があり、継続して検討を行う。
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朝霞市・志木市・和光市につながる広域的な路線であ
り、調整する事項や関係機関が多いこと、周辺道路の整
備状況を勘案する必要があることから、継続して検討を
行う。


